
 

いしかわお試しテレワーク移住支援補助金 事務処理 Q&A（第３版） 

 

１．全般について 

１－１ 本補助金の概要はいかがか。 

● 石川県内で実施する「お試しテレワーク移住」に対する経費支援である。一定

期間、石川県に滞在いただき、テレワークを試行しながら、移住体験していた

だき、テレワーク移住を促進する 

 

１－２ 対象者はどのような方か。 

● 石川県外に所在する企業の役員又は従業員、個人事業主・フリーランスが対象

となる（詳細は実施要領を参照）。 

 

１－３ 企業の代表取締役は対象になるか。 

● 企業の役員を対象としているため、対象となる。 

 

１－４ どの程度の滞在期間が対象か。 

● 6泊 7日以上の連続滞在が対象である。ただし、テレワーク環境の確認のため、

滞在期間の内、半分以上の期間をテレワークにて勤務する必要がある。 

 

１－５ 補助金額はどの程度か。 

● 申請者 1 人当たり５万円を上限とする。ただし、補助率は 1/2 とし、予算の範

囲内での執行となる。 

 

１－６ 補助対象経費はどのような経費か。 

● ホテルや旅館の宿泊費、県外から県内への交通費、コワーキングスペースの利

用料等の経費を対象としている（詳細は実施要領を参照）。 

 

２．申請手続について 

２－１ すでに滞在開始しているが、滞在後でも交付申請できるか。 

● 事前申請制を採用しており、滞在前に交付申請をする必要があることから、滞

在後に交付申請はできない。また、滞在開始の 2 週間前を目安として申請する

必要がある。 

 

２－２ 2か月後に滞在する場合、滞在直前に交付申請すればよいか。 

● 交付申請に滞在直前という制限はなく、早めに申請いただいて差し支えない。 

 



 

２－３ 交付申請書の経費の内訳は未定や概算でもよいか。 

● 交付申請は予定で提出いただいて結構だが、一定程度具体的に計上予定の経費

を示していただきたい。例えば、金額だけの記載は望ましくなく、どのような

積算となっているか記載いただく必要がある。 

 

２－４ 交付申請書に予定金額等が記載された書類を添付する必要はあるか。 

● ない。実績報告時に根拠書類を提出すればよい。 

 

２－５ 変更承認申請はいつ頃提出すればよいか。 

● 経費の変更が生じた場合に、実績報告とあわせて提出いただければよい。 

 

２－６ 実績報告書はいつ頃提出すればよいか。 

● 滞在期間終了後、遅滞なく提出する必要がある。 

 

３．滞在施設費について 

３－１ 宿泊費に食費を含めても問題ないか。 

● 食費は補助対象外であるため、宿泊費に食費を含めてはいけない。ただし、あ

らかじめ宿泊費に含まれるなど、パッケージとなっている等切り分けられない

場合は補助対象とする。 

 

３－２ 定額で全国各地の宿に宿泊できるサブスクリプションサービスが存在する

が、月額宿泊料も計上して差し支えないか。 

● 差し支えない。ただし、1 泊利用で計算した合計金額が月額宿泊料を下回る場

合は、1泊利用で計算した合計金額が補助対象経費の上限となる（1泊利用料が

設定されていない場合は、客観的に合理的な方法で個別判断する） 

  ＜ケース＞月額 27,500円、日額 6,600 円 

   5 泊以上の場合 27,500円が補助対象経費の上限 

   5 泊未満の場合 6,600円×泊数が補助対象経費の上限 

 

３－３ 滞在施設については、申請前に予約する必要があるか。 

● 必ずしも予約する必要はない。予約時期は交付決定前後どちらでもよい。 

 

３－４ コワーキングスペースを利用せず、滞在中のホテルや旅館にてテレワーク

を実施してもよいか。 

● 滞在施設にてテレワークして差し支えない。コワーキングスペースの利用は必

須要件とはしていない。 



 

 

３－５ 実家に滞在し、テレワークしても差し支えないか。 

● 差し支えない。 

 

４．移動・交通費について 

４－１ 新幹線の特急料金については、指定席・自由席どちらかの料金か。 

● 新幹線指定席での料金を申請いただいても差し支えない。ただし、新幹線自由

席を利用することを妨げるものではない。 

 

４－２ 金券ショップ等にて購入した割引チケットを計上してもよいか。 

● 実費分を申請いただければよく、計上して差し支えない。 

 

４－３ 自家用車で来県する場合も対象となるのか。 

● 自家用車で来県する場合も、高速道路料金、ガソリン代を計上して差し支えな

い。高速道路料金は性善説で申請に基づき、ガソリン代は「28 円×走行距離（km）」

で計算します。 

 

４－４ タクシー代を計上しても差し支えないか。 

● タクシー代も補助対象経費として差し支えないが、可能な範囲で公共交通機関

等を利用していただければと思う。 

 

４－５ 自家用車やレンタカーの駐車場代を計上しても差し支えないか。 

● 駐車場代については補助対象外としている。 

 

５．コワーキングスペース利用費について 

５－１ コワーキングスペース利用料にドリンク代が入っていた場合は、ドリンク

代も計上しても差し支えないか。 

● ドリンク代は対象外となる。ただし、コワーキングスペース利用料とパッケー

ジになっており切り分けられない場合は、補助対象として差し支えない。 

 

５－２ 県内のコワーキングスペースの情報が一元的にまとめられたものはないか。 

● コワーキングスペースの情報をまとめたものを現在作成中であり、今後ホーム

ページにて公表予定である。また、コワーキングスペースの一例としては、奥

能登では地域内外の人が新たな価値を生み出す「NOTO CROSS PORT」、中能登で

は日本で唯一砂浜を走行できる千里浜を望む海辺の「コワーキングベース千里

浜」、南加賀ではベーカリーが併設する「大聖寺ゲートウェイ」等がある。 



 

 

６．その他 

６－１ オーダーメイドツアー補助金や GOTO トラベル、他自治体の補助メニュー

等から交付を受けている場合は、本補助金も対象となるか。 

● 国や県、市町の補助メニューと併用はできないため、対象外となる。ただし、

補助対象経費が異なる場合は、併用することも差し支えない。 

 

６－２ 滞在中にテレワークを実施する以外の要件はあるか。 

● お試しテレワーク移住を実施する期間内で、本県の移住体験事業の「現地交流

プログラム」に参加すること。その他、交付要件ではないが、滞在中の様子に

ついて SNSでの情報発信を可能な範囲で実施いただきたい。 

 

６－３ 滞在終了後、必ず移住しないといけないのか。 

● 滞在後の移住が交付要件ではない。ただし、滞在終了後も、石川県への移住や

地域との継続的な関わりを検討いただきたい。 

 

６－４ 同行する家族の経費を計上しても問題ないか。 

● 家族で移住後の生活をイメージいただければと思うため、配偶者や子どもを含

めた世帯員の経費を計上しても差し支えない。ただし、同行の世帯員について

も、県外に在住していること、滞在期間中に県内に滞在場所を確保すること、

暴力団等の反社会的勢力でないこと（関係を有していないこと）を求める 

 

６－５ 同行する恋人や知人、会社メンバーの経費を計上しても問題ないか。 

● 世帯員は同居家族に限定するため、恋人や知人、会社メンバーの経費は計上で

きない。もし恋人や知人、会社メンバーの経費を計上したい場合は、それぞれ

申請要件を満たし、申請する必要がある。 

 

６－６ 世帯員ではなく、恋人や知人、会社メンバーが同行し、宿泊費等が複数名

でのセット料金となっていた場合、どのように報告すればよいか。 

● 世帯員の同行経費は計上しても差し支えないため、セット料金の記載であって

もそのまま報告すればよい。恋人や知人、会社メンバーの同行経費は計上でき

ないため、申請者分を切り分けて領収書等を作成し、報告いただきたい。もし

切り分けることが難しい場合、人数に応じて按分する等、客観的に合理的な方

法で申請者分を切り分ける。 

 

 



 

６－７ 地域イベントへの参加や地域住民との交流を図りたいが、どのように参加・

交流できるのか。 

● 本県の移住体験事業の「現地交流プログラム」に申込いただき、コーディネー

ターがニーズに応じて実施可能なプログラムを提案させていただく。その他、

いしかわステイサポート事業長期滞在コースの交流・体験メニュー、同短期滞

在コースの地域活動プログラムにて、地域との関わりを持つことが可能である。 

 （参考）移住体験事業「現地交流プログラム」 https://iju.ishikawa.jp/experience/ 

いしかわステイサポート事業 https://ishikawa-wh.com/ 

 

６－８ 所属企業の申告を申請者に求めるが、当該企業で雇用されているか企業に

確認を求める必要はあるか。 

● 必要はないが、申請時に所属企業に在籍していることを証する書類（社員証や

在籍証明等の写し）の提出を求めている。 

 

６－９ 当該補助金を複数回申請することは可能か。 

● 不可。過去に本補助金の交付を受けたものは対象外となる。 

 

６－１０ ワーケーションを目的とした者に交付しても差し支えないか。 

● 地方への移住志向を有している者を対象としており、移住志向を有しておらず

ワーケーションを主目的とする者は対象外である（確認・同意書にて申告）。 
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